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「令和６年度就職氷河期『働く一歩』応援制度・相談会実施業務」企画提案に係る仕様書 

 

１ 委託業務名   

令和６年度就職氷河期「働く一歩」応援制度・相談会実施業務（以下「本事業」という。） 

  

２ 委託期間  

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで  

 

３ 委託業務の目的 

平成５年から平成１６年に学校卒業期を迎え、雇用環境の厳しい時期に就職活動を行った「就

職氷河期世代」には、現在も不安定な就業を余儀なくされている、長期間無業の状態にある等、

様々な課題に直面している方がいる。 

「様々な状況により求職活動を行っていない長期にわたり無業の状態にある方」や「社会参

加に向けた支援を必要とする方」について、福祉部門と連携したワンストップの相談会を行う

こと等により対象者を掘り起こし、「就職氷河期『働く一歩』応援制度」で働くことの喜びを味

わっていただくことで求職活動へのインセンティブ作りを行う。 

（１）就職氷河期「働く一歩」応援制度 

就業機会の少なかった就職氷河期世代が、就業体験を通じて、仕事や企業、社会への理

解を深めることができるよう、また、求職活動を行うためのインセンティブとなるよう「就

職氷河期『働く一歩』応援制度」として有償型の就業体験制度を実施し、参加者には「チ

ャレンジ奨励金」、受入企業には「就業体験受入補助金」を補助し、同世代の就労等を促進

する。 

（２）「働く一歩」ワンストップ相談会 

自立相談支援機関、ひきこもり地域支援センター、社会参加に向けた支援をしている NPO

団体等（以下「自立相談支援機関等」という。）のほか、地域若者サポートステーション、

県の就労支援機関、ハローワーク等の就労支援機関（以下「就労支援機関」という。）と連

携し、生活支援から就労支援までの相談機関が一同に集まった相談会を実施し、就職氷河

期世代の方の幅広い相談にワンストップで対応する。 

 

４ 事業対象者 

（１）平成５年から平成１６年に学校卒業期を迎えた者 

令和６年（2024年）４月１日時点において、大卒であれば４２歳から５３歳（1970年 4月

2日から 1982年 4月 1日までに生まれた人）、高卒であれば３８歳から４９歳まで（1974年

4月 2日から 1986年 4月 1日までに生まれた人）。ただし、年齢を厳格に限定することがな

じまない相談会の事業はこの限りではない。 

（２）就職氷河期「働く一歩」応援制度の対象者 

上記に加え、次の条件を満たした者とする。 

国若しくは県の就労支援機関又は自立支援相談機関等から支援を受けている無業の者。 
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５ 委託業務の内容 

（１）就職氷河期「働く一歩」応援制度概要 

就業体験後

フォローアップ研

修

①求職活動をしていない

長期無業の方

・ハローワーク，地域若

者サポートステーション，

ジョブカフェ等と連携

・就職活動の基礎知識

・基本的なビジネスマ

ナー（電話応対、あいさ

つ、みだしなみ等）

・疑似職場体験

一般企業等（ジョブカ

フェ等の職場見学・職場

体験協力企業からリスト

化） ・就業体験の

振り返り

・一人一人の

状況に応じた今

後のプラン相談

・県の就職支援施設等

と連携し、相談やキャリア

コンサルティング等の就

職活動準備を開始。

・職業訓練事業と連携

し、希望に応じた職業訓

練を開始（特定のスキ

ルを習得）

②社会参加に向けた支

援を必要とする方（ひき

こもり等）

・ひきこもり地域セン

ター，自立相談支援セ

ンター，市町村福祉部

門、ＮＰＯ団体等から

就職支援施設につなぎ

連携

・コミュニケーショントレー

ニング

・社会参加訓練（ボラ

ンティア等）

・作業所での作業、清

掃、農業等（自立相談

支援センター、ＮＰＯ

法人等と連携）

支援対象者 参加者の掘り起こし
就業体験前

トレーニング研修
就業体験

就職氷河期「働く一歩」

応援制度終了後

 

 

（２）就業体験前トレーニング研修及び就業体験後フォローアップ研修 

就業体験前に、就職活動の基礎知識やビジネスマナー、コミュニケーション能力等の就職

基礎能力を習得するためのトレーニングを集中的に行う研修を実施する。   

また、就業体験後に、就業体験を振り返り、一人一人の状況に応じた就職、職業訓練及び

社会参加に向けたプランづくりを支援する研修を実施する。 

イ 開催回数等 

（イ）１人につき１回以上行う。時間や日数は参加者の状況に応じて実施する。 

（ロ）令和６年４月から令和７年３月までの期間内で分散して開催すること。 

ロ 開催場所  

（イ）県南及び県北の各地区で、それぞれ１回以上開催すること。 

（ロ）参加人数や実施内容に合わせて、適切な会場を確保すること。 

（ハ）公共交通機関によるアクセスが容易で、近隣に駐車場がある等、参加しやすい会場を

確保すること。 

ハ 実施内容 

（イ）社会人としての就職基礎能力の向上に資する効果的な内容を企画し、実施すること。 

（ロ）就職氷河期世代への指導経験が豊富な者を講師とすること。 

（ハ）能力差等により参加者の理解度にずれが生じた場合は、個別にフォローを行うこと。 

（ニ）欠席した参加者が、次回以降の開催回を受講できるよう配慮すること。 

（ホ）参加者に対しては、個別カウンセリングを適宜実施すること。 

（へ）各回終了後、参加者にアンケート調査を実施し、その分析結果を発注者に報告するこ

と。   
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（３）就業体験 

（２）の就業体験前トレーニング研修の修了者を対象に、就職氷河期世代の雇用の意向

がある受入企業において就業体験を実施する。参加者及び受入企業には発注者が助成金を

支給するため、受注者において事前に簡易審査を行う。 

イ 受入企業  

（イ）業界団体やハローワーク、関係機関等と連携して掘り起こすこととし、ハローワ

ークに就職氷河期世代限定若しくは歓迎求人を提出している企業を中心に確保する

よう努めること。  

（ロ）県内に事業所のある企業とすること。 

（ハ）次の項目に該当しない企業であることを確認すること。  

◇ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力

団又は同条６号に規定する暴力団員である役職員を有する者若しくはそれらの

利益となる活動を行う企業 

◇ 風俗営業等関係事業者 

◇ 経済的基礎を有していない事業者 

◇ 特定の宗教活動や政治活動を主たる目的とした企業 

◇ 社会保険及び労働保険の未加入、賃金不払い、著しい長時間勤務、内定取り

消し、雇用関連法規違反等、その他劣悪な労働環境であることが何らかの根拠

をもって疑われる企業 

◇ その他公序良俗に反する、若しくは反するおそれのある企業  

（ニ）受入企業に対しては、紹介料等の支払を求めないこと。  

ロ 実施日数等    

（イ）１人につき最大１日５時間、５日程度とする。 

（ロ）就業体験前トレーニング研修修了後に実施すること。  

ハ マッチング 

（イ）参加者の適性、希望等を勘案した上で適切な受入企業をマッチングして実施する

こと。 

ニ 実施内容    

（イ）受入企業と相談の上決定すること。 

（ロ）受入企業に過度な負担がないよう配慮すること。 

（ハ）実習プログラムを事前に把握し、参加者にとって有意義な内容となるよう配慮す

ること。  

（ニ）事前に実習プログラムを発注者に報告するとともに、実習の実態が労働基準法第

９条に規定する「労働者」に該当していないかを適宜確認すること。  

（ホ）実習の内容に応じて、参加者を必要な保険に加入させること。  

（へ）実習期間中は、定期的に参加者の状況を把握し、適宜フォローすること。 

（ト）実習終了後、参加者及び受入企業にアンケート調査を実施し、その分析結果を発

注者に報告すること。   
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ホ 参加者日当（チャレンジ奨励金） 

参加者には以下及び別途定める方法により、発注者が日当を支給するため、参加者か

らの支給申請書を受け付け、簡易審査を行い、発注者に提出するほか申請の実績を報告

すること。    

（イ）実習時間が１日当たり５時間以上の参加者に対して、5,000円（５時間未満の場

合は 2,500円）の日当を支給する。 

（ロ）参加者日当は、発注者に申請書類が到達した日から１か月後を目途に口座振替等

の支払記録が確認できる形により支給する。 

（ハ）日当のほかに旅費等は支給しない。 

へ 受入企業日当（就業体験受入補助金） 

     受入企業には以下及び別途定める方法により、発注者が日当を支給するため、受入企

業からの支給申請書を受け付け、簡易審査を行い、発注者に提出するほか申請の実績を

報告すること。    

（イ）受入企業に対して、１人１日当たり５時間以上の受け入れに対して 8,000円（５

時間未満の場合は 4,000円）の日当を発注者に申請書類が到達した日から１か月後

を目途に口座振替等の支払記録が確認できる形により支給する。 

（ロ）日当のほかに経費負担等はしない。 

 

（４）ワンストップ相談会  

生活支援から就労支援までの相談機関が一同に集まった相談会を実施し、就職氷河期世代

の方の幅広い相談にワンストップで対応する。 

イ 実施回数等    

（イ）１０回以上 

（ロ）インターネットの会議システム等を使った面談等も実施するなど、長年社会参加

ができなかった方たちが参加しやすい形式で実施すること。 

 

（５）事業に係る広報 

本事業の実施に当たり効果的な広報を行う。 

イ 事業目標を達成できるよう、ハローワークはじめ関係機関等と連携を図りながら、広報

を行うこと。 

ロ 就職氷河期世代等の特性を把握した上で、既存の広報手段に囚われることなく、最も効

果的な方法により広報を行うこと。 

ハ 本事業告知用の WEBサイトを設置すること。  

ニ メディアに取り上げられるよう工夫をこらすこと。  

ホ SNS等を活用し、拡散されるよう工夫をこらすこと。  

へ 受注者が就職支援会社の場合、自社の登録会員に向けてメルマガ等を活用した広報を行

うこと。 

ト 事業目標の達成及び各業務に必要な参加者の確保のため、リーフレットやポスター等を
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必要部数作成し、適切な対象に送付すること。 

 

６ 委託業務の目標 

（１）下記を最低限の目標として設定する。 

イ 「働く一歩」応援制度 

利用者数  １０人 

ロ ワンストップ相談会 

実施回数  １０回 

参加者数 １２０人 

 

７ 進捗状況等  

（１）本事業の進捗状況等について、発注者に毎月報告すること。  

（２）本事業への参加者について、就労状況（就労の有無、就労先の業種・職種・雇用形態等）

を調査し、発注者に毎月報告すること。 

（３）発注者が実績等に関する中間報告を求めた場合は、その都度報告すること。  

  

８ 実績報告  

（１）委託業務を完了したときは、直ちに、事業の実績・成果を取りまとめた実績報告書及び

完了届を提出すること。  

（２）提出された実績報告書に記載のある個人情報の取扱いについては、個人情報保護条例（個

人情報の保護に関する法律）及び情報公開条例の規定によるほか、発注者と受注者との事

前の合意なしに第三者に提供又は開示しないこと。 

  

９ 成果物 

契約満了に伴う本事業に係る成果物等は、発注者の帰属とする。 発注者と協議の上、次の成

果物及びその他発注者が指示するものを作成すること。 

（１）成果物の形式、数量 

・紙媒体  正副 1部  

・電子媒体 1部  

（２）成果物の内容 

イ 「働く一歩」応援制度 

・対象者名簿  

・カウンセリング記録票  

・経過報告書  

・アンケート調査結果 

・就労状況報告書  

ロ ワンストップ相談会 

・実施報告書（参加機関数、相談者数） 
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・相談者名簿及び相談内容の概要 

 

１０ 受注者の責務  

（１）受注者は、不測の事態により業務を実施することが困難になった場合には、速やかにそ

の旨を発注者に連絡し、その指示に従うものとする。  

（２）受注者は、事業の過程において発注者から指示された事案については、迅速かつ的確に

実施するものとする。  

  

１１ 著作権等  

（１）本事業の遂行により生じた著作権（著作権法第 27 条及び 28 条に定められた権利を含

む。）は、全て発注者に帰属するものとする。  

（２）第三者が権利を有する著作物（写真等）を使用する場合には、著作権、肖像権等に厳重

な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を受注者において

行うものとする。  

（３）本仕様書に基づく業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた

場合には、当該紛争等の原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、受注者は自らの責任

と負担において一切を行うものとする。  

  

１２ 秘密の保持等 

（１）秘密の保持 

受注者は、本事業により知り得た情報を、業務履行中及び業務完了後も業務に関係のな

い第三者に漏らしてはならない。また、本事業に関して知り得た情報の漏えい、滅失の防

止、その他適正な管理のために必要な措置を取ること。また、業務完了後も同様とする。 

（２）個人情報の取扱い 

対象者の個人情報を関係機関と共有する際は本人から同意を得ておくなど、個人情報の

取扱いについて適切な措置を取ること。 

（３）業務に利用する電子メールの誤送信防止対策 

受注者は、次により電子メールの誤送信を防止する対策を取ること。 

◇ 電子メールを送信する前に、送信先アドレス、アドレス区分（宛先、CC、BCC）件名、

本文及び添付ファイル等に誤りがないか再確認すること。 

◇ 一斉送信する場合は、必要がある場合を除き、他の送信先の電子メールアドレスが

わからないよう BCCを利用すること。 

◇ 重要な電子メール（個人情報又は機密情報を含むメール、以下同じ）を送信する場

合は、必要に応じて、暗号化又はパスワード設定を行うこと。 

◇ 一斉送信する場合や重要な電子メールを送信する場合は、複数職員による確認を行

うこと。 
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１３ その他注意点  

（１） 受注者は、本事業の推進に当たっては、発注者と連絡を密にとり、その指示に従うこと

とする。なお、疑義が生じた場合には、速やかに連絡し、発注者の指示を受けること。  

（２） 本事業の実施にあたり、やむを得ない事情等により、仕様内容等に大幅に変更が生じる

場合は、発注者及び受注者は協議の上、契約変更を行うものとする。  

（３） 本事業は、国の地域就職氷河期世代支援加速化交付金を活用した事業であるため、関係

する規定を確認し、遵守すること。また、会計検査院の実地検査等の対象となるため、実

地検査等が行われるときは協力すること。 

（４） この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して決め

るものとする。 


